
（仮称）栗子山風力発電事業環境影響評価方法書に対する環境影響評価法（平成9 年 6

月 13日法律第81号）第10条第1項の意見

令和 2年8 月 3日

1 総括的事項

(1)本事業計画は、 福島市と山形県米沢市の行政境界付近の栗子山南側山稜上におい

て大規模な風力発電所を建設するものであるが、 現時点では多くの事項が未定及び

検討中とされていることから、 今後、 事業内容をより具体化した上で適切に環境影

響評価を実施し、 その結果を現境影響評価準備書（以下「準備書」という。）に記載

すること。 なお、 事業実施まで長期間を要する場合は、 対象事業実施区域及びその

周辺の社会環境、 生活環境又は自然環境の変化の状況を踏まえ、 適切に計画を再検

討すること。

(2)環境影響評価を実施するに当たっては、 十分な基礎資料のもと、 専門家の助言を

得ながら最新の知見及び評価手法を採用し、 住宅等の分布、 風況、 自然状況等の多

面的な視点に立って綿密な調査を実施すること。 その上で、 風力発電施設及び関連

施設の建設及び稼働に伴う環境への影響を的確に把握し、 周辺への重大な環境影響

を極力回避又は低減する計画とすること。

(3)本事業の実施に当たっては、 地元住民の理解が不可欠であることから、 対象事業

実施区域周辺の住民に対し、 事業による環境への影響を積極的かつ分かり易く説明

するとともに、 住民からの意見や要望に対して誠意を持って対応すること。 また、

猿境影響評価の結果を準備書に記載するに当たり、 平易な表現や図を用いるなど、

住民に分かり易い内容とすること。

(4) 適切な環境保全措置の実施に当たっては、 固定価格買取制度 (FIT) による事業収

益が生じなくとも適正に対応する必要があること。 また、 環境保全措償を含む事業

内容が健全に持続可能なものとなるように計画するとともに、 計画施設の稼働中に

発電した電気エネルギーが有効かつ効果的に利用されるよう、 事業者において自主

的に検討することが望まれる。

2 大気質及び騒音・振動について

風力発電機等を福島県相馬港から福島市内を通過して対象事業実施区域まで輸送

する計画であることから、輸送経路周辺に存在する住宅や学校等における生活環境の

保全に支障を及ぼさないよう、 滴切な環境保全措置を講じること。
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